
 

町内に住所があり、在宅で生活する７０歳以上

の方で、車を運転しない方またはご家族による外

出支援が受けられない方 

※７０歳になる方は、誕生日以後に申請ができます 

 

対象者 

利用方法 

申請・問い合わせ先 

●１回の乗車で１０枚まで使えます 
 

●利用券対象者証を運転手に見せて利用券を 

渡してください 
 

●町指定のタクシー事業者でのみ使用できます 

（町指定のタクシー事業者は裏面をご覧ください） 

タクシー利用券５００円分×月６枚×月数 

※申請のあった月から有効期限までの枚数を 

まとめて世帯に対して交付します 
 

※タクシー利用券の交付は、同一年度で１回 

に限ります 

交付内容 

７月中に申請した場合・・・ 
500 円分×月 6 枚×9 月＝27,000 円分 

申請方法 

●申請書に必要事項を記入して介護課高齢者 

支援係まで提出してください 

●申請書を提出する際には、身分を証明できる 

もの（マイナンバーカード、資格確認書など）を 

持参してください 

当別町福祉部介護課高齢者支援係 

〒061-0234 石狩郡当別町西町３２番地２ 

電話：0133-27-5131 

令和８年６月１日から受付開始！ 

当別町高齢者外出支援タクシー料金助成事業 



 
 

町指定のタクシー事業者一覧 

事業所名 電話番号 

有限会社下段モータース ０１３３−２３−２６３０ 

山内建材工業株式会社 ０１３３−２３−０３９７ 

有限会社平電気商会 ０１３３−２６−２３１１ 

介護タクシー コロ・カムイ ０９０−８０２５−９８１２ 

 
 
 

 

 

 


